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※事業規模に関係なく全事業者対象です

～

電子申告イメージキャラクター イータ君

今は、青色申告者と総所得300万円以上の白色申告

者は記帳が義務付けされているけど・・・
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青色申告って

①青色申告特別控除として最高65万円控除できる

※その年の3/15までに税務署への届出が必要です

②天候不順や市場価格下落などで、その年赤字で

も、翌年以降S年間繰り越すことができて、各年

分の黒字額から控除できる

③事業専従者（生計を一にする親族）の給与額を自

由に設定できる（白色申告では配偶者86万円。

その他親族ら○万円までしか設定できません）

※支給開始日から2ヶ月以内に税務署への届出が必要です

※従業員が10名未満であれば納期特例の申請もお忘れな<!

沙
全事業者に記帳が義務化されるなら､青色申告を

したほうが良さそうだね！


